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(57)【要約】
【課題】本体に接続されたアタッチメントの種類を判別
するための手段をアタッチメント側に設けることなく、
本体にアタッチメントが接続されているか否かに応じて
、電動送風機の出力を変更できる電気掃除機を提供する
。
【解決手段】この発明に係る電気掃除機は、本体と、本
体に着脱可能に設けられた吸引用アタッチメントと、を
備える。本体は、吸引風を生成する電動送風機と、電動
送風機に電力を供給する二次電池と、電動送風機の出力
を制御する制御部と、本体の移動方向を検出する移動検
出部と、を備える。また、本体は、吸引用アタッチメン
トが本体に取り付けられた状態でスタンドに支持される
ことが可能である。スタンドは、本体を支持している状
態で二次電池を充電する。そして、制御部は、本体がス
タンドから取り外された時の移動検出部の検出結果に応
じて電動送風機の出力を変更する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体と、
　前記本体に着脱可能に設けられた吸引用アタッチメントと、を備え、
　前記本体は、
　吸引風を生成する電動送風機と、
　前記電動送風機に電力を供給する二次電池と、
　前記電動送風機の出力を制御する制御部と、
　前記本体の移動方向を検出する移動検出部と、を備え、
　前記本体は、前記吸引用アタッチメントが前記本体に取り付けられた状態でスタンドに
支持されることが可能であり、
　前記スタンドは、前記本体を支持している状態で前記二次電池を充電し、
　前記制御部は、前記本体が前記スタンドから取り外された時の前記移動検出部の検出結
果に応じて前記電動送風機の出力を変更する電気掃除機。
【請求項２】
　前記スタンドに支持されている前記本体を予め設定された第１の方向に移動させると、
前記吸引用アタッチメントが前記本体に取り付けられた状態で、前記スタンドから前記本
体及び前記吸引用アタッチメントが取り外され、
　前記スタンドに支持されている前記本体を前記第１の方向とは異なる方向に予め設定さ
れた第２の方向に移動させると、前記吸引用アタッチメントが前記本体から取り外された
状態で、前記スタンドから前記本体が取り外される請求項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記吸引用アタッチメントは、前記二次電池から電力供給を受けて動作するアクチュエ
ータを備え、
　前記本体は、前記アクチュエータに流れる電流を検出する第１の電流検出部を備え、
　前記制御部は、前記第１の電流検出部の検出結果に応じて前記電動送風機の出力を変更
する請求項１又は請求項２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
　前記本体は、前記二次電池の出力電圧を検出する電圧検出部を備え、
　前記制御部は、前記電圧検出部の検出結果に応じて前記電動送風機の出力を変更する請
求項１から請求項３のいずれか一項に記載の電気掃除機。
【請求項５】
　前記本体は、前記電動送風機に流れる電流を検出する第２の電流検出部を備え、
　前記制御部は、前記第２の電流検出部の検出結果に応じて前記電動送風機の出力を変更
する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の電気掃除機。
【請求項６】
　前記本体は、前記電動送風機の温度を検出する温度検出部を備え、
　前記制御部は、
　前記温度検出部が検出した温度が基準温度以上の場合に、前記電動送風機を停止させる
とともに、
　前記本体が前記スタンドから取り外された時の前記移動検出部の検出結果に応じて前記
基準温度を変更する請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の電気掃除機。
【請求項７】
　前記制御部は、前記本体が前記スタンドから取り外された時の前記移動検出部の検出結
果に応じて、前記電動送風機の動作を開始させる請求項１から請求項６のいずれか一項に
記載の電気掃除機。
【請求項８】
　前記制御部は、前記本体が前記スタンドから取り外されてから予め設定された一定時間
の前記移動検出部の検出結果に応じて、前記電動送風機の動作を開始させる請求項１から
請求項６のいずれか一項に記載の電気掃除機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気掃除機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸気口を有し制御手段によってモーターの出力が可変である掃除機本体と、この掃除機
本体の吸気口に接続される吸引管と、この吸引管の先端に着脱可能な吸引用アタッチメン
トとを具えた電気掃除機において、接続された吸引用アタッチメントの種類を判別する判
別手段を有し、制御手段は、判別手段により判別された吸引用アタッチメントの種類に応
じてモーターの出力を変えるものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載されたものにおいては、前述の判別手段は、吸引管の先端に
配備され、制御手段に電気的に接続された複数の電極端子と、吸引用アタッチメントの基
端に配備され、複数の電極端子の少なくとも２つを通電させる通電手段とを備え、前述の
制御手段は、通電手段により通電状態となった複数の電極端子の組合せに基づいて、接続
された吸引用アタッチメントの種類を判別する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－０５１１８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示されるような電気掃除機においては、本体の吸引管に接
続された吸引用アタッチメントの種類を判別するために、吸引用アタッチメント側にも、
本体の複数の電極に対応した通電手段等を設ける必要がある。
【０００６】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものである。その目的は、本体
に接続された吸引用アタッチメントの種類を判別するための手段を吸引用アタッチメント
側に設けることなく、本体に吸引用アタッチメントが接続されているか否かに応じて、電
動送風機の出力を変更できる電気掃除機を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る電気掃除機は、本体と、前記本体に着脱可能に設けられた吸引用アタッ
チメントと、を備え、前記本体は、吸引風を生成する電動送風機と、前記電動送風機に電
力を供給する二次電池と、前記電動送風機の出力を制御する制御部と、前記本体の移動方
向を検出する移動検出部と、を備え、前記本体は、前記吸引用アタッチメントが前記本体
に取り付けられた状態でスタンドに支持されることが可能であり、前記スタンドは、前記
本体を支持している状態で前記二次電池を充電し、前記制御部は、前記本体が前記スタン
ドから取り外された時の前記移動検出部の検出結果に応じて前記電動送風機の出力を変更
する。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る電気掃除機によれば、本体に接続された吸引用アタッチメントの種類を
判別するための手段を吸引用アタッチメント側に設けることなく、本体に吸引用アタッチ
メントが接続されているか否かに応じて、電動送風機の出力を変更できるという効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機の斜視図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機の本体の斜視図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機を支持可能なスタンドの斜視図である
。
【図４】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機をスタンドに載置した状態の斜視図で
ある。
【図５】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機をスタンドから水平方向に取り外す様
子を示す側面図である。
【図６】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機をスタンドから鉛直方向に取り外す様
子を示す側面図である。
【図７】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機の制御系統の構成を示すブロック図で
ある。
【図８】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機が備える充電器接続検出部の動作例を
示すフロー図である。
【図９】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機をスタンドから取り外した際のセンサ
ー出力の一例を示す図である。
【図１０】この発明の実施の形態１に係る電気掃除機をスタンドから取り外した際の動作
例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　この発明を実施するための形態について添付の図面を参照しながら説明する。各図にお
いて、同一又は相当する部分には同一の符号を付して、重複する説明は適宜に簡略化又は
省略する。なお、本発明は以下の実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲で種々変形することが可能である。
【００１１】
実施の形態１．
　図１から図１０は、この発明の実施の形態１に係るものである。図１は電気掃除機の斜
視図である。図２は電気掃除機の本体の斜視図である。図３は電気掃除機を支持可能なス
タンドの斜視図である。図４は電気掃除機をスタンドに載置した状態の斜視図である。図
５は電気掃除機をスタンドから水平方向に取り外す様子を示す側面図である。図６は電気
掃除機をスタンドから鉛直方向に取り外す様子を示す側面図である。図７は電気掃除機の
制御系統の構成を示すブロック図である。図８は電気掃除機が備える充電器接続検出部の
動作例を示すフロー図である。図９は電気掃除機をスタンドから取り外した際のセンサー
出力の一例を示す図である。そして、図１０は電気掃除機をスタンドから取り外した際の
動作例を示すフロー図である。
【００１２】
　以下の説明では、塵埃及びその他のゴミを総称して単に「塵埃」と呼ぶ場合がある。ま
た、塵埃が混じった空気を「含塵空気」と呼ぶ場合がある。そして、塵埃が取り除かれた
空気を「清浄空気」と呼ぶ場合がある。
【００１３】
　この発明の実施の形態１に係る電気掃除機１００は、コードレスタイプの縦型電気掃除
機である。図１に示すように、電気掃除機１００は、主な構成要素として、本体１、延長
管２及び吸込具３を備えている。図１及び図２に示すように、本体１は、ハンドル６、吸
引管７及び集塵部５を備えている。ハンドル６は、電気掃除機１００の使用中に使用者が
手で握る部位である。使用者は、ハンドル６を握ることで電気掃除機１００の本体１を把
持できる。
【００１４】
　吸引管７は、中空筒状の部材である。吸引管７には、延長管２が着脱可能に連結される
。図２に示すように、吸引管７には、塵埃を吸い込むための吸引口８が形成されている。
吸引口８は、吸引管７の一端に形成された開口である。吸引管７の内部には、吸引口８を
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通過した含塵空気の気流を集塵部５へ導く風路が形成されている。吸引管７の他端には、
ハンドル６の一端が外見上連続するようにして配置されている。ハンドル６の他端側には
、操作部１０が設けられている。
【００１５】
　集塵部５は、本体１に吸い込んだ含塵空気中の塵埃を捕集するためのものである。集塵
部５は、全体として円柱状の外観を有する。集塵部５は、本体１に対し着脱可能に取り付
けられている。集塵部５を本体１に取り付けると、吸引管７の内部と集塵部５の内部とが
通じる。この状態では、本体１の吸引口８から集塵部５の入口まで通じる吸気風路が形成
される。この吸気風路は、外部から本体１の集塵部５の内部へと至る風路である。
【００１６】
　この実施の形態に係る集塵部５は、サイクロン分離装置を有している。サイクロン分離
装置とは、電動送風機４が生成した空気流により含塵空気を内部で旋回させて含塵空気か
らごみを分離する装置である。本体１には、排気口が形成されている。集塵部５にて塵埃
が取り除かれた気流は、排気口から本体１の外部へ排出される。
【００１７】
　本体１には、図７に示す電動送風機４及び電池９が内蔵されている。電動送風機４は電
気掃除機１００の吸引風を生成するためのものである。換言すれば、電動送風機４は、塵
埃を含む空気を吸引するためのものである。電動送風機４は、電池９と電気的に接続され
ている。電池９は、電動送風機４に電力を供給する。電動送風機４は、電池９から電力を
供給されることにより駆動する。電池９は二次電池である。すなわち、電池９は充電可能
である。
【００１８】
　電動送風機４は、ハンドル６に設けられた操作部１０に対する操作に応じて駆動する。
電動送風機４が駆動すると、集塵部５及び吸引管７の内部に吸引力が作用し、吸引口８か
ら含塵空気が吸い込まれる。吸引口８に吸い込まれた含塵空気は、吸引管７を通過して集
塵部５の内部に取り込まれる。集塵部５では、含塵空気から塵埃が分離される。集塵部５
から排出された清浄空気は、電動送風機４を通過する。電動送風機４を通過した清浄空気
は、前述した排気口から本体１の外部に排出される。
【００１９】
　図１に示すように、延長管２は、直線状の外形を有する中空管状の部材である。延長管
２の一端側は、本体１と着脱可能に連結される。延長管２の他端側は、吸込具３と着脱可
能に連結される。
【００２０】
　吸込具３は被清掃面を清掃するためのものである。吸込具３の底面には、図示しない吸
込口が形成されている。吸込口は、下方を向いた開口である。吸込具３には、図７に示す
回転ブラシ２７とアタッチメントモーター２６とが設けられている。回転ブラシ２７は、
前述した吸込口の上方から当該吸込口を臨むようにして配置される。本体１から延長管２
を介して供給された電力によりアタッチメントモーター２６が回転軸のまわりを回転し、
その回転をベルト等で伝達することで、回転ブラシ２７は回転する。回転ブラシ２７が回
転することで、被清掃面の塵埃が掻き上げられる。吸込具３は、延長管２の前述した他端
側に関節構造を介して連結される。
【００２１】
　延長管２及び吸込具３を、図１に示すように電気掃除機１００の本体１に接続すること
で、本体１の吸引口８が、延長管２の内部風路を介して、吸込具３の前述した吸込口にま
で通じる。こうして、前述した吸気風路が、吸込具３及び延長管２により、本体の吸引口
８から吸込具３の吸込口まで延長される。そして、吸込具３の回転ブラシ２７等の機能を
活用した吸引清掃が可能となる。この実施の形態において以上のように構成された延長管
２及び吸込具３は、本体１に着脱可能に設けられた吸引用アタッチメントの一例である。
【００２２】
　なお、吸引用アタッチメントは、ここで説明した、内部にモーターを備える床面掃除用
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アタッチメントの他に、以下のようなアタッチメントもある。
・布団掃除専用の布団たたき機構を備える布団掃除用アタッチメント
・電動送風機４の排気を利用して吹き飛ばし掃除を行うブロー用アタッチメント
・吸引口８よりも狭い吸込口で隙間を掃除する隙間掃除用アタッチメント
・植毛を備える棚用アタッチメント
【００２３】
　吸引用アタッチメントである延長管２及び吸込具３を本体１に取り付けることで、電気
掃除機１００をスティック型電気掃除機として使用できる（図１）。この場合、使用者は
、本体１のハンドル６を握り、吸込具３を被清掃面上に載せ、延長管２の長手方向が被清
掃面に対して斜め方向となるようにして掃除する。また、吸引用アタッチメントである延
長管２及び吸込具３を本体１から取り外した状態では、電気掃除機１００をハンディ型電
気掃除機として使用できる（図２）。この場合、使用者は、本体１のハンドル６を握り、
本体１の吸引口８を被清掃面上に向けて掃除する。なお、吸引口８に、吸込具３、布団掃
除用アタッチメント、ブロー用アタッチメント、隙間掃除用アタッチメント、または棚用
アタッチメントを接続して使用してもよい。
【００２４】
　以上のように構成された電気掃除機１００に加えて、図３に示すスタンド２００を備え
ることで、図４に示す掃除機システム１０００が構成される。スタンド２００は、例えば
、居室の床面に置かれる。電気掃除機１００は、使用時にスタンド２００から取り外され
る。スタンド２００は、充電台である。不使用時に電気掃除機１００をスタンド２００に
置くことで、電気掃除機１００の電池９を充電することができる。
【００２５】
　スタンド２００は、基台部２１０、支柱部２２０及び本体支持部２３０を備える。基台
部２１０は、スタンド２００の最も下方に配置される土台となる部分である。支柱部２２
０は、基台部２１０の上面から鉛直上向きに直立して形成されている。本体支持部２３０
は、支柱部２２０の中間部に固定されている。
【００２６】
　本体支持部２３０は、電気掃除機１００をスタンド２００に載置した際に、本体１を下
側から支持する部位である。本体支持部２３０には、管体保持部２３１が設けられている
。管体保持部２３１は、本体支持部２３０における支柱部２２０とは反対に形成された凹
部である。
【００２７】
　電気掃除機１００をスタンド２００に載置する際、延長管２及び吸引管７から見て、吸
込具３の前端側及び集塵部５が配置された側が、スタンド２００の支柱部２２０の方へと
向けられる。すなわち、スタンド２００は、電気掃除機１００の本体１を吸込具３の前端
側から支持する。使用者は、掃除が終了した後に、そのまま、吸込具３の前側へと電気掃
除機１００を移動させながら、スタンド２００に電気掃除機１００を置くことができる。
【００２８】
　電気掃除機１００をスタンド２００に載置した図４に示す状態では、本体１は、本体支
持部２３０により支持される。また、ハンドル６の操作部１０側の端部は、支柱部２２０
の上端部で支持される。そして、吸引管７及び延長管２の接続部分は、管体保持部２３１
の凹部の内側に収まって保持される。このように、電気掃除機１００の本体１は、吸引用
アタッチメントである延長管２及び吸込具３が本体１に取り付けられた状態で充電台であ
るスタンド２００に支持されることが可能である。
【００２９】
　図３に示すように、管体保持部２３１の凹部の内側には、スタンド側電極１６が設けら
れている。これに対応して、電気掃除機１００の吸引管７と延長管２との接続部分には、
本体側電極１４が設けられている。電気掃除機１００をスタンド２００に適切に載置する
と、本体側電極１４とスタンド側電極１６とが電気的に接続される。本体側電極１４とス
タンド側電極１６とが電気的に接続されると、スタンド２００により本体１の電池９が充
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電される。すなわち、充電台であるスタンド２００は、本体１を支持している状態で二次
電池である電池９を充電する。
【００３０】
　以上のように構成された掃除機システム１０００においては、スタンド２００から電気
掃除機１００を取り外す際に、電気掃除機１００を移動させる方向を変えることで、本体
１と吸引用アタッチメント（延長管２及び吸込具３）とを一体にスタンド２００から取り
外すのか、又は、本体１のみをスタンド２００から取り外すのかを選択できる。すなわち
、この実施の形態においては、図４に示す状態から、図５に示すように電気掃除機１００
を水平方向に移動させると、本体１と吸引用アタッチメント（延長管２及び吸込具３）と
が一体となって、スタンド２００から取り外される。したがって、電気掃除機１００をス
ティック型電気掃除機として使用できる。
【００３１】
　一方、図４に示す状態から、図６に示すように電気掃除機１００を鉛直上方向に移動さ
せると、本体１と延長管２との接続が解除され、吸引用アタッチメント（延長管２及び吸
込具３）をスタンド２００に残したまま、本体１のみがスタンド２００から取り外される
。したがって、電気掃除機１００をハンディ型電気掃除機として使用できる。
【００３２】
　このように、スタンド２００に支持されている本体１を予め設定された第１の方向に移
動させると、前述の吸引用アタッチメントが本体１に取り付けられた状態で、スタンド２
００から本体１及び吸引用アタッチメントが取り外される。具体的に、この実施の形態に
おいては、第１の方向は水平方向である。また、スタンド２００に支持されている本体１
を予め設定された第２の方向に移動させると、前述の吸引用アタッチメントが本体１から
取り外された状態で、スタンド２００から本体１が取り外される。第２の方向は、前述し
た第１の方向とは異なる方向である。具体的に、この実施の形態においては、第２の方向
は鉛直上方向である。
【００３３】
　このようにすることで、使用者は、直接的に吸引用アタッチメントを本体１に着脱する
ことなく、スタンド２００から本体１を取り外す方向を選択すれば、電気掃除機１００を
ハンディ型電気掃除機としても、スティック型電気掃除機としても使用できる。
【００３４】
　次に、以上のように構成された電気掃除機１００の制御系統の構成について、図７を参
照しながら説明する。まず、スタンド２００には、電圧変換部１７が備えられている。ま
た、スタンド２００には、電源プラグが設けられている。スタンド２００の電源プラグは
、商用電源に接続される。電圧変換部１７は、スタンド２００の電源プラグを介して供給
される商用電源の交流電圧（例えばＡＣ１００Ｖ）を任意の直流電圧（例えばＤＣ３０Ｖ
）に変換する。
【００３５】
　電圧変換部１７で変換された直流電圧は、スタンド側電極１６から出力される。電気掃
除機１００が適切にスタンド２００に載置されていると、スタンド側電極１６と本体側電
極１４とが電気的に接続される。したがって、電気掃除機１００を適切にスタンド２００
に載置することで、スタンド２００の電圧変換部１７から出力された直流電圧が、電気掃
除機１００の本体側電極１４に入力される。この直流電圧は、本体１の電池９を充電する
ためのものである。
【００３６】
　本体１は、前述した電動送風機４及び電池９の他に、制御基板１２を内蔵している。制
御基板１２には、マイコン２１、電圧判定部２２、加速度センサー２０及び第１の出力調
整部２３が実装されている。電池９から放電された電力は、電動送風機４だけでなく、マ
イコン２１にも供給される。
【００３７】
　マイコン２１は、マイクロコンピュータである。すなわち、マイコン２１は、プロセッ
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サ及びメモリを備えている。マイコン２１は、メモリに記憶されたプログラムをプロセッ
サが実行することにより、予め設定された処理を実行し、電動送風機４の吸引動作及び電
池９の充放電等を含む本体１の動作全般を制御する。
【００３８】
　電圧判定部２２とマイコン２１とにより、充電器接続検出部３０が構成される。電圧判
定部２２は、本体側電極１４に入力されている電圧を判定する。充電器接続検出部３０は
、本体側電極１４の電圧Ｘに基づいて、充電台であるスタンド２００に本体１が接続され
ているか否かを検出する。なお、スタンド２００から電池９を充電するか否か、すなわち
スタンド２００の電圧変換部１７で変換された直流電圧から電池９を充電するか否かは、
制御部が電池９の残量や温度により決定するため、本体１がスタンド２００に載置されて
いても、必ずしも電池９を充電しているとは限らない。
【００３９】
　電圧判定部２２には、２種類の判定閾値（閾値Ａ、閾値Ｂ）が予め設定されている。閾
値Ａ＜閾値Ｂである。電圧判定部２２は、本体側電極１４の電圧Ｘと閾値Ａ及び閾値Ｂと
を比較する。そして、マイコン２１は、電圧判定部２２の比較結果に基づいて、本体１の
充電接続状態を判定する。
【００４０】
　充電器接続検出部３０による本体１の充電接続状態の判定動作の一例について、図８の
フロー図を参照しながら説明する。まず、ステップＳ１で、マイコン２１に電力が供給さ
れると、マイコン２１が起動し、充電器接続検出部３０も起動する。
【００４１】
　続くステップＳ２において、電圧判定部２２は、本体側電極１４の電圧Ｘと閾値Ａ及び
閾値Ｂとの比較を行う。電圧Ｘ＜閾値Ａである場合、処理はステップＳ３へと進む。ステ
ップＳ３においては、マイコン２１は、本体１が充電台（スタンド２００）に接続されて
いないと判定する。ステップＳ３の後、処理はステップＳ２へと戻る。
【００４２】
　また、ステップＳ２で電圧Ｘ＞閾値Ｂである場合、処理はステップＳ４へと進む。ステ
ップＳ４においては、マイコン２１は、本体１が異常な充電器に接続されたと判定する。
ステップＳ４の後、処理はステップＳ２へと戻る。
【００４３】
　一方、ステップＳ２で閾値Ａ＜電圧Ｘ＜閾値Ｂである場合、処理はステップＳ５へと進
む。ステップＳ５においては、マイコン２１は、本体１が充電台（スタンド２００）に接
続されたと判定する。ステップＳ５の後、処理はステップＳ６へと進む。
【００４４】
　ステップＳ６においては、電圧判定部２２は、再び本体側電極１４の電圧Ｘと閾値Ａ及
び閾値Ｂとの比較を行う。電圧Ｘ＞閾値Ｂである場合、処理は前述したステップＳ４へと
進む。
【００４５】
　また、ステップＳ６で閾値Ａ＜電圧Ｘ＜閾値Ｂである場合、処理はステップＳ７へと進
む。ステップＳ７においては、マイコン２１は、本体１が充電台（スタンド２００）に接
続されている状態が継続していると判定する。ステップＳ７の後、処理はステップＳ５へ
と戻る。
【００４６】
　一方、ステップＳ６で電圧Ｘ＜閾値Ａである場合、処理はステップＳ８へと進む。ステ
ップＳ８においては、マイコン２１は、本体１が充電台（スタンド２００）から取り外さ
れたと判定する。ステップＳ８の後、処理はステップＳ２へと戻る。
【００４７】
　次に、図７に示すように、加速度センサー２０とマイコン２１とで、動作検出部３１が
構成されている。動作検出部３１は、本体１の移動方向を検出する移動検出部である。加
速度センサー２０は、例えばＸ軸・Ｙ軸・Ｚ軸の３軸の加速度を検出する。Ｘ軸及びＹ軸
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は水平軸である。ここで、Ｘ軸は、図５において、本体１を含む電気掃除機１００の取り
外し方向に沿う軸である。Ｚ軸は鉛直軸であり、図６において、本体１の取り外し方向に
沿う軸である。Ｙ軸はＸ軸とＺ軸とに直交する方向の軸であり、図５または図６の紙面に
垂直で手前側の方向に延びる軸である。加速度センサー２０による検出結果は、Ｘ軸・Ｙ
軸・Ｚ軸それぞれの出力端子から電圧信号として出力される。マイコン２１は、加速度セ
ンサー２０から出力された信号に基づいて、本体１の移動方向を検出する。
【００４８】
　図９に示すように、「地面に対し、水平方向に取り外された」場合、加速度センサー２
０のＸ軸の出力端子から出力される電圧が上昇する。また、「地面に対し、垂直方向に取
り外された」場合、加速度センサー２０のＺ軸の出力端子から出力される電圧が上昇する
。
【００４９】
　第１の出力調整部２３は、電動送風機４の出力を調整するためのものである。マイコン
２１は、電動送風機４の動作指令信号を第１の出力調整部２３に出力する。第１の出力調
整部２３は、電動送風機４をマイコン２１からの動作指令信号に応じた出力となるように
動作させる。マイコン２１及び第１の出力調整部２３は、電動送風機４の出力を制御する
制御部を構成している。
【００５０】
　制御部であるマイコン２１及び第１の出力調整部２３は、基本的には操作部１０になさ
れた操作内容に従って、電動送風機４の出力を制御する。具体的に例えば、操作部１０は
、本体１の運転のオン及びオフを行うためのスイッチと、運転モードとして「強運転」、
「中運転」及び「弱運転」を選択するためのスイッチを備えている。そして、操作部１０
により本体１の運転がオンにされると、前述の制御部は、操作部１０により選択されてい
る運転モードに応じた出力で電動送風機４を動作させる。
【００５１】
　また、この実施の形態に係る電気掃除機１００では、前述の制御部は、本体１がスタン
ド２００から取り外された時における前述した移動検出部の検出結果に応じて電動送風機
４の出力を変更する。具体的に例えば、マイコン２１及び第１の出力調整部２３は、充電
器接続検出部３０がスタンド２００から本体１が取り外されたことを検出した時における
、動作検出部３１の検出結果が前述の第１の方向であるか前述の第２の方向であるかに応
じて電動送風機４の出力を制御する。
【００５２】
　前述したように、スタンド２００に支持されている本体１を水平方向に移動させると、
前述の吸引用アタッチメントが本体１に取り付けられた状態で、スタンド２００から本体
１及び吸引用アタッチメントが取り外される。また、スタンド２００に支持されている本
体１を鉛直上方向に移動させると、前述の吸引用アタッチメントが本体１から取り外され
た状態で、スタンド２００から本体１のみが取り外される。
【００５３】
　本体１がスタンド２００から水平方向と鉛直方向のどちらの方向に取り外されたかは、
本体１００が、スタンド２００から取り外されたことを充電器接続検出部３０が検出した
時の動作検出部３１の検出結果から判定できる。
【００５４】
　したがって、本体１００が、スタンド２００から取り外されたことを充電器接続検出部
３０が検出した時の動作検出部３１の検出結果によれば、前述の吸引用アタッチメントが
本体１に取り付けられているか、それとも取り外されているのかを判定できる。本体１０
０が、スタンド２００から取り外された時における前述した移動検出部の検出結果に応じ
て電動送風機４の出力を変更することで、吸引用アタッチメント側に特別な手段を設ける
ことなく、本体１に吸引用アタッチメントが接続されているか否かに応じて、電動送風機
４の出力を変更できる。
【００５５】
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　例えば、ここで説明した吸引アタッチメントである延長管２及び吸込具３のうちの吸込
具３には、回転ブラシ２７が設けられている。清掃時には回転ブラシ２７を回転させるこ
とで、回転ブラシ２７が床面に置かれた絨毯またはフローリングの隙間に入り込んだ細か
い塵埃を掻きあげる。このため、吸引アタッチメントを使用しない場合と比較して、細か
い塵埃を吸引しやすくでき、清掃能力を向上できる。すなわち、清掃能力は、電動送風機
４の性能だけでなく、吸引用アタッチメントの性能によっても決まる。したがって、吸引
用アタッチメントを使用しているか否かに応じて電動送風機４の出力を変更することで、
より適切な出力で電動送風機４を駆動できる。例えば、吸引アタッチメントを使用するこ
とで清掃能力を上乗せできる場合には、電動送風機４の出力を低下させることで、消費電
力量を削減し、１回の電池９の充電での運転可能時間を長くすることが可能である。
【００５６】
　この制御部による電動送風機４の出力制御例について、図１０のフロー図を参照しなが
ら説明する。まず、ステップＳ１１において、充電器接続検出部３０が、本体１が充電台
（スタンド２００）から取り外された、すなわち、充電台（スタンド２００）が電池９を
充電している状態が解除されたことを検出した場合、処理はステップＳ１２へと進む。
【００５７】
　ステップＳ１２においては、マイコン２１は、本体１が充電台（スタンド２００）から
取り外された時に、動作検出部３１が検出した本体１の移動方向を確認する。本体１が充
電台（スタンド２００）から取り外された時の本体１の移動方向が水平方向である場合、
処理はステップＳ１３へと進む。この場合、本体１に前述の吸引アタッチメント（延長管
２及び吸込具３）が接続されている。このため、ステップＳ１３では、マイコン２１は、
電気掃除機１００の運転モードを「床面掃除モード」に設定する。
【００５８】
　そして、続くステップＳ１４で、第１の出力調整部２３は、電動送風機４の出力を例え
ば定格出力の８０％に設定する。ステップＳ１４の処理が完了すると、一連の動作は終了
となる。吸引用アタッチメントを使用する床掃除では、吸引用アタッチメントが絨毯又は
フローリングの溝から塵埃を掻き上げ、塵埃を吸引しやすくする。このため、電動送風機
４の出力は最大でなくても十分に床面の塵埃を除去できる。
【００５９】
　一方、ステップＳ１２で、本体１が充電台（スタンド２００）から取り外された時の本
体１の移動方向が垂直方向である場合、処理はステップＳ１５へと進む。この場合、本体
１に前述の吸引アタッチメント（延長管２及び吸込具３）が接続されていない。このため
、ステップＳ１５では、マイコン２１は、電気掃除機１００の運転モードを「ハンディ掃
除モード」に設定する。そして、続くステップＳ１６で、第１の出力調整部２３は、電動
送風機４の出力を例えば定格出力の１００％に設定する。ステップＳ１６の処理が完了す
ると、一連の動作は終了となる。
【００６０】
　ここで、ステップＳ１３及びステップＳ１４の処理を経て、「床面掃除モード」が選択
され、電動送風機４の出力が８０％で運転されている時、電動送風機４の出力を、操作部
１０を操作することで、初期状態の出力、例えば１００％に戻すことができるようにして
もよい。また、本体１がスタンド２００に接続されたことを充電器接続検出部３０が再度
検知した場合は、電動送風機４の出力を初期状態の出力、例えば１００％に戻すようにし
てもよい。
【００６１】
　また、ステップＳ１５及びステップＳ１６の処理を経て、「ハンディ掃除モード」が選
択され、電動送風機４の出力が１００％で運転されている時、本体１に延長管２及び吸込
具３が接続され、電池９からアタッチメントモーター２６への電力供給を開始した場合に
は、前述の制御部は、電動送風機４の出力を例えば８０％に低下させるようにしてもよい
。
【００６２】
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　すなわち、前述した吸引用アタッチメントを構成する吸込具３は、回転ブラシ２７を回
転させるためのアタッチメントモーター２６を備えている。このアタッチメントモーター
２６は、電池９から電力供給を受けて動作するアクチュエータである。
【００６３】
　アタッチメントモーター２６の動作は、マイコン２１及び第２の出力調整部２５により
制御される。マイコン２１は、アタッチメントモーター２６の動作指令信号を第２の出力
調整部２５に出力する。第２の出力調整部２５は、アタッチメントモーター２６をマイコ
ン２１からの動作指令信号に応じた出力となるように動作させる。
【００６４】
　図７に示すように、制御基板１２には第１の電流検出器２４が設けられている。第１の
電流検出器２４は、アタッチメントモーター２６に流れる電流を検出する。すなわち、第
１の電流検出器２４は、前述したアクチュエータに流れる電流を検出する第１の電流検出
部である。
【００６５】
　マイコン２１は、現在の運転モードが「ハンディ掃除モード」であっても、アタッチメ
ントモーター２６に電流が流れていることを第１の電流検出器２４が検出した場合には、
運転モードを「床面掃除モード」に設定する。そして、第１の出力調整部２３は、運転モ
ードが「床面掃除モード」に設定されたことに応じて、電動送風機４の出力を８０％に低
下させる。すなわち、前述の制御部は、第１の電流検出器２４の検出結果に応じて電動送
風機４の出力を変更する。
【００６６】
　なお、前述の制御部は、スタンド２００が電池９を充電している状態が解除された時に
おける、前述した移動検出部の検出結果に応じて、電動送風機４の動作を開始させるよう
にしてもよい。具体的に例えば、マイコン２１及び第１の出力調整部２３は、充電器接続
検出部３０がスタンド２００から本体１が取り外されたことを検出した時における、動作
検出部３１の検出結果が前述の第２の方向である場合、電動送風機４の動作を開始させる
。
【００６７】
　すなわち、本体１がスタンド２００から取り外されたことを充電器接続検出部３０が検
出した場合、マイコン２１は、本体１がスタンド２００から取り外された時に、動作検出
部３１が検出した本体１の移動方向を確認する。そして、本体１がスタンド２００から取
り外された時の本体１の移動方向が鉛直方向である場合、マイコン２１は、電気掃除機１
００の運転モードを「ハンディ掃除モード」に設定し、電動送風機４の動作を開始させる
。第１の出力調整部２３は、電動送風機４の出力を１００％に設定する。
【００６８】
　この場合、本体１がスタンド２００に取り付けられた、すなわち、スタンド２００が電
池９を充電を開始したことを充電器接続検出部３０が検出したとき、マイコン２１及び第
１の出力調整部２３は、電動送風機４の動作を停止させるようにするとよい。
【００６９】
　あるいは、前述の制御部は、本体１が前記スタンド２００から取り外されてから予め設
定された一定時間における前述した移動検出部の検出結果に応じて、電動送風機４の動作
を開始させるようにしてもよい。具体的に例えば、マイコン２１及び第１の出力調整部２
３は、充電器接続検出部３０がスタンド２００から本体１が取り外されたことを検出した
時における、動作検出部３１の検出結果が前述の第２の方向である場合、スタンド２００
から本体１が取り外されたことが検出されてから一定時間の間に動作検出部３１により本
体１が鉛直下方向に移動したことが検出されたときに、電動送風機４の動作を開始させる
。
【００７０】
　すなわち、本体１がスタンド２００から取り外されたことを充電器接続検出部３０が検
出した場合、マイコン２１は、本体１がスタンド２００から取り外された時に、動作検出
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部３１が検出した本体１の移動方向を確認する。本体１がスタンド２００から取り外され
た時の本体１の移動方向が鉛直方向である場合、マイコン２１は、電気掃除機１００の運
転モードを「ハンディ掃除モード」に設定する。第１の出力調整部２３は、電動送風機４
の出力を１００％に設定する。そして、マイコン２１は、本体１がスタンド２００から取
り外されたことを充電器接続検出部３０が検出した時間から、予め設定された一定時間が
経過する前に、動作検出部３１により本体１が鉛直下方向に移動したことが検出された場
合、電動送風機４の動作を開始させる。
【００７１】
　このようにすることで、「ハンディ掃除モード」でスタンド２００の近くを短時間掃除
するような場合に、操作部１０を操作する必要なく掃除を行うことができ、利便性を向上
することが可能である。
【００７２】
　なお、電池９の残量が一定値を下回ると、電動送風機４の出力が低下する。そこで、電
池９の残量に応じた電動送風機４の出力制御を追加的に行ってもよい。例えば、図７に示
すように、制御基板１２には電圧検出器２８が設けられている。電圧検出器２８は、電池
９から出力される電圧を検出する。すなわち、電圧検出器２８は、電池９の出力電圧を検
出する電圧検出部である。そして、前述の制御部は、この電圧検出部の検出結果に応じて
電動送風機４の出力を変更する。
【００７３】
　具体的に例えば、マイコン２１により運転モードが「床面掃除モード」に設定されてい
る場合に、電圧検出器２８により検出された電池９の出力電圧が予め設定された基準値を
下回っている場合、第１の出力調整部２３は、電動送風機４の出力を８０％ではなく９０
％にする。また、さらに電池９の出力電圧が低下した場合には、電動送風機４の出力を「
ハンディ掃除モード」と同様の１００％にしてもよい。
【００７４】
　あるいは、図７に示すように、制御基板１２には第２の電流検出器３３が設けられてい
る。第２の電流検出器３３は、電動送風機４に流れる電流を検出する。すなわち、第２の
電流検出器３３は、電動送風機４に流れる電流を検出する第２の電流検出部である。そし
て、前述の制御部は、この第２の電流検出部の検出結果に応じて電動送風機４の出力を変
更する。
【００７５】
　電池９の残量が低下すると、電動送風機４の電流も低下する。そこで、第２の電流検出
器３３により検出された電動送風機４の電流が予め設定された基準値を下回っている場合
には、前述した電池９の出力電圧が低下したときと同様の電動送風機４の出力制御を行っ
てもよい。
【００７６】
　このようにすることで、電池９の残量が少なくなり電動送風機４に供給できる電力が減
少してしまい電動送風機４の出力が８０％では、吸引用アタッチメントを使用しても十分
な清掃能力が得られない場合であっても、電動送風機の出力を例えば９０から１００％に
することで、十分な清掃能力を確保できる。
【００７７】
　図７に示すように、制御基板１２には、温度検出器３２が設けられている。温度検出器
３２は、電動送風機４の温度を検出する温度検出部である。温度検出器３２は、本体１内
の風路中における電動送風機４から一定の距離だけ離れた位置に配置されている。そして
、前述の制御部は、この温度検出部が検出した温度が基準温度以上の場合に、電動送風機
４を停止させる。
【００７８】
　この実施の形態の電気掃除機１００は、電動送風機４を停止させる基準温度を運転モー
ドに応じて変更する。より詳しくは、前述の制御部は、スタンド２００から本体１が取り
外された時の動作検出部３１の検出結果に応じて前述の基準温度を変更する。すなわち、
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マイコン２１は、充電器接続検出部３０がスタンド２００から本体１が取り外されたこと
を検出した時における、動作検出部３１の検出結果が前述の第１の方向であるか前述の第
２の方向であるかに応じて、前述の基準温度を変更する。
【００７９】
　前述したように、マイコン２１は、本体１がスタンド２００から取り外された時の本体
１の移動方向が水平方向である場合、電気掃除機１００の運転モードを「床面掃除モード
」に設定する。そして、この際、マイコン２１は、前述の基準温度を、床面掃除モード基
準温度に設定する。
【００８０】
　また、マイコン２１は、本体１がスタンド２００から取り外された時の本体１の移動方
向が鉛直方向である場合、電気掃除機１００の運転モードを「ハンディ掃除モード」に設
定する。そして、この際、マイコン２１は、前述の基準温度を、ハンディ掃除モード基準
温度に設定する。ここで、ハンディ掃除モード基準温度は、床面掃除モード基準温度より
も高い温度である。
【００８１】
　吸引用アタッチメント（延長管２及び吸込具３）を本体１から取り外して電気掃除機１
００をハンディ型電気掃除機として使用する場合、吸引口８がほぼ開放された状態で使用
される。このため、本体１内の電動送風機４を通過する風量が比較的に多く、この風によ
り電動送風機４の発熱が十分に冷却される。よって、電気掃除機１００の運転中における
電動送風機４の温度上昇の傾きは比較的緩やかである。
【００８２】
　これに対し、吸引用アタッチメント（延長管２及び吸込具３）を本体１に取り付けて、
電気掃除機１００をスティック型電気掃除機として使用する場合、吸込具３の吸込口は床
面等により一部塞がれた状態で使用される。このため、本体１内の電動送風機４を通過す
る風量が比較的に少なくなり、この風による電動送風機４の冷却が不十分になりやすい。
よって、電気掃除機１００の運転中における電動送風機４の温度上昇の傾きが比較的急に
なる。
【００８３】
　前述したように、温度検出器３２は電動送風機４から離れているため、電動送風機４の
温度上昇が急であると、温度検出器３２による検出結果と電動送風機４の実際の温度との
乖離が大きくなる。そこで、床面掃除モード基準温度をハンディ掃除モード基準温度より
も高くすることで、床面掃除時における温度検出器３２による検出結果と電動送風機４の
実際の温度との乖離を十分に見越して、電動送風機４が過剰に高温になる前に、電動送風
機４を停止させることができる。
【００８４】
　また、逆に言えば、ハンディ掃除モード基準温度を床面掃除モード基準温度よりも低く
することで、ハンディ掃除時において、電動送風機４の発熱にまだ余裕があるにもかかわ
らず、電動送風機４を停止させてしまい、連続運転可能な時間を短縮させてしまうことが
ない。
【００８５】
　このように、本体１がスタンド２００から取り外されてからの動作検出部３１の検出結
果に応じて前述の基準温度を変更することで、電気掃除機１００の使用形態に応じた適切
な基準温度を設定できる。
【００８６】
　なお、温度検出器３２を電動送風機４に密着して設置することも考えられる。しかしな
がら、温度検出器３２を電動送風機４に密着して設置することで、電動送風機４の外郭部
品の構造の複雑化、又は、組み立て性の悪化を招き、製造コストが増加してしまう。この
実施の形態に係る電気掃除機１００によれば、そのようなこともない。
【００８７】
　なお、以上においては、集塵部５は遠心分離を行うサイクロン分離装置を有する例につ
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るものであれば、塵埃の分離及び蓄積方法はこれに限定されない。例えば、遠心分離を実
施せずに、フィルタにより、塵埃と空気を分離しても良い。また、いわゆる紙パック式の
ようなものでもよい。
【００８８】
　以上のように構成された電気掃除機１００によれば、本体１に接続された吸引用アタッ
チメントの種類を判別するための手段を吸引用アタッチメント側に設けることなく、本体
１に吸引用アタッチメントが接続されているか否かに応じて、電動送風機４の出力を変更
できる。したがって、構成を複雑にすることなく、電気掃除機１００の使い勝手を向上で
きるとともに、電気掃除機１００の低コスト化が可能である。また、電動送風機４の出力
を、必要最低限のものにすることで、電池９の残量の減りを遅らせ、電気掃除機１００の
運転時間を延長させることができる。
【符号の説明】
【００８９】
１０００　掃除機システム
１００　　電気掃除機
２００　　スタンド
２１０　　基台部
２２０　　支柱部
２３０　　本体支持部
２３１　　管体保持部
　　１　　本体
　　２　　延長管
　　３　　吸込具
　　４　　電動送風機
　　５　　集塵部
　　６　　ハンドル
　　７　　吸引管
　　８　　吸引口
　　９　　電池
　１０　　操作部
　１２　　制御基板
　１４　　本体側電極
　１６　　スタンド側電極
　１７　　電圧変換部
　２０　　加速度センサー
　２１　　マイコン
　２２　　電圧判定部
　２３　　第１の出力調整部
　２４　　第１の電流検出器
　２５　　第２の出力調整部
　２６　　アタッチメントモーター
　２７　　回転ブラシ
　２８　　電圧検出器
　３０　　充電器接続検出部
　３１　　動作検出部
　３２　　温度検出器
　３３　　第２の電流検出器
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